
別紙４ 

竹原市民館環境衛生管理業務仕様書 

 

第１　この仕様書は、竹原市（以下「甲」という。）の保有する竹原市民館（以下「市民館」という。）の

環境衛生管理業務を受託者（以下「乙」という。）に委託するに当たって、当該業務に関して作業内容

等を定めたものである。 

第２　市民館の位置及び概要は、次のとおりとする。 

　１　所在地　竹原市中央五丁目５番２４号 

　２　構　　造　鉄筋コンクリート造　地下１階　地上３階 

　３　延床面積　３，７１４．３３平方メートル 

第３　業務の内容は、次のとおりとする。ただし、甲が特に必要と認めたときは、甲の指示に従い業務を実

施するものとする。 

　１　空気環境測定作業 

　　⑴　測定方法 

　　　　建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第２号。以下「施行

規則」という。）第３条の２に規定する方法により測定を行うこと。 

　　⑵　測定時期及び回数 

　　　　５月、７月、９月、１１月、１月及び３月の計６回行うこと。 

　　⑶　測定点 

　　　　外気（正面玄関前）、地下廊下、１階ロビー、１階ホール、２階廊下及び３階廊下の６ヶ所におい

て行うこと。 

　　⑷　測定項目 

　　　　浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度及び気流の６項目に

ついて測定すること。 

２　遊離残留塩素測定作業 

　　⑴　遊離残留塩素の含有率１００万分の０．１（０．１ＰＰＭ）以上に保持 

　　⑵　結合残留塩素の含有率１００万分の０．４（０．４ＰＰＭ）以上に保持 

　　週１回遊離残留塩素のみ測定記録（給水栓末端）を年１回保健所に報告する。 

　３　受水槽、高架水槽及び排水槽の清掃点検及び水質検査作業 

　　⑴　受水槽、高架水槽及び排水槽の種類及び規格 

　　⑵　清掃点検の内容 

　　　ア　槽内汚泥の引き出し 

　　　イ　槽内全面の清掃 

　　　ウ　槽内の点検及び補修 

　　　エ　マンホールの状況点検及び補修 

　　　オ　満減水監視警報装置の状況点検 

 
種　　類 数量 体積 設置場所 材　質 内寸法（縦×横×高さ）

 
受水槽 １槽 ２１㎥ 地上 樹脂鋼板 ３.０ｍ×３.０ｍ×２.４ｍ

 
高架水槽 １槽 １２㎥ 塔屋 樹脂 ２.０ｍ×３.０ｍ×２.０ｍ

 
雑排水槽 １槽 ２０㎥ 地下

 
汚水槽 １槽 １８㎥ 地下



　　　カ　揚水ポンプ及びバルブ類の点検 

　　　キ　漏水点検 

　　　ク　ボールタップ、フート弁の状況点検及び補修（受水槽及び高架水槽） 

　　　ケ　オーバーフロー管と排水口空間の点検（受水槽及び高架水槽） 

　　　コ　塩素水散布（２回繰り返し）（受水槽及び高架水槽） 

　　　サ　残留塩素の測定（週１回） 

　　　シ　簡易専用水道検査（受水槽及び高架水槽） 

　　⑶　水質検査の内容 

　　　　施行規則第４条第１項第３号に規定する水質検査 

　　⑷　実施時期及び回数 

　　　　９月に１回行うこと。ただし、前号の水質検査のうち、施行規則第４条第１項第３号イに定めるも

のについては、９月と３月の２回行うこと。（別表参照） 

　　⑷　その他 

　　　ア　作業中の写真を撮影し、報告書へ添付すること。 

　　　イ　作業者に伝染病等の保菌者がないことを証明する書類を提出し、係員の承認を得た上で作業を行

うこと。 

　　　エ　作業者は、手足を石鹸で良く洗い、手足及び使用する用具を消毒液で消毒して作業を行うこと。 

　４　ねずみ・こん虫等の防除作業 

　　⑴　作業内容 

　　　ア　発生源処理 

　　　　　機械室、電機室、管理人室、倉庫、食堂グリル千代、料理教室、文化生涯学習室事務室、社会教

育相談室、第2･3･4･5･7･8･9会議室、中央公民館、各階廊下、各階湯沸室、ホール、ホール書庫、

ホール倉庫、控え室、音響室、照明室、ホール３階備品置き場、ホール４階映写室を発生源とし、

噴霧及び殺鼠剤で処理すること。 

　　　イ　一般処理面 

　　　　市民館内各階へ効果的に噴霧、殺鼠剤で処理すること。 

　　⑵　実施時期及び回数 

　　　　８月及び２月の計２回行うこと。 

　　⑶　業務の順序等 

　　　　事前に業務実施計画書を提出し、係員と協議の上承認を得て実施すること。 

　　⑷　使用薬剤 

　　　　薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第１４条又は第１９条の２の規定による承認を受けた医薬品

又は医薬部外品のうちから、無臭性、低毒性のものを使用し、引火性、発火性の製品を使用しないこ

と。 

　　⑸　その他　 

　　　　薬剤の散布に当たっては、器物、書類及び衣類等を汚染しないよう特に留意すること。 

　５　建築物環境衛生管理技術者の指定及び特定建築物維持管理状況報告書の作成 

　　⑴　建築物環境衛生管理技術者の指定 

　　　　乙は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）の規定に基づく

建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから庁舎の建築物環境衛生管理技術者を指定し、甲

は同法第６条第１項の規定により、これを選任するものとする。 

　　⑵　特定建築物維持管理状況報告書の作成 



　　　　竹原市役所へ提出する特定建築物維持管理状況報告書を次のとおり作成し、甲に提出すること。 

　　　　ア　前記報告分　５月から９月までに実施した業務に基づき、速やかに作成すること 

　　　　イ　後期報告文　１０月から翌年３月までに実施した業務に基づき、速やかに作成すること。 

 

 



（別表） 

 

水質検査作業の実施時期及び回数 

 

１　年１回、６月１日から９月３０日の間に実施 

 

２　年２回以上実施 

 

３　年２回以上、ただし適合項目は１回測定とすることができる 

 
塩素酸 クロロ酢酸 クロロホルム ジクロロ酢酸 ジブロモｸﾛﾛﾒﾀﾝ

 
臭素酸 総トリハロメタン ブロモホルム シアン化合物イオン及び塩化シアン

 
トリクロロ酢酸 ブロモジクロロメタン ホルムアルデヒド

 
一般細菌 大腸菌 塩化物イオン 硝酸窒素及び亜硝酸態窒素

 
有機物（全有機炭素量） ｐＨ値 味 臭気

 
色度 濁度

 

 
鉛及びその化合物 亜鉛及びその化合物 蒸発残留物

 
鉄及びその化合物 銅及びその化合物


